
協同組合三条工業会 

～ 出資金・賦課金・入会金について ～ 
 １．出資金の口数及びその徴収方法 

 ① 出資金の口数          １口 ５，０００円 

従 業 員         １名～    ９名   １口以上 〃   ７０名～  ７９名 ２５口以上 

〃   １０名～  １９名   ２口以上 〃   ８０名～  ８９名 ３０口以上 

〃   ２０名～  ２９名   ５口以上 〃   ９０名～  ９９名 ３５口以上 

〃   ３０名～  ３９名   ８口以上 〃 １００名～１９９名 ４０口以上 

〃   ４０名～  ４９名 １０口以上 〃 ２００名～３９９名 ４５口以上 

〃   ５０名～  ５９名 １５口以上 〃 ４００名以上 ５０口以上 

〃   ６０名～  ６９名 ２０口以上    

 ② 徴 収 方 法             

   入会時に納入願います。 

２．賦課金の額及びその徴収方法 

 ① 賦 課 金 の 額                          

   月  額 

 従 業 員         １名～   ４名         ５００円 

 〃     ５名～   ９名         ５００円 

 〃   １０名～  １９名     １，５００円 

 〃   ２０名～  ２９名     ２，０００円 

 〃   ３０名～  ４９名     ３，０００円 

 〃   ５０名～  ７４名     ６，０００円 

 〃   ７５名～  ９９名     ８，０００円 

 〃 １００名～１２４名   １２，０００円 

 〃 １２５名～１４９名   １５，０００円 

 〃 １５０名～１９９名   １８，０００円 

 〃 ２００名～２４９名   ２５，０００円 

 〃 ２５０名～２９９名   ３０，０００円 

 〃 ３００名～３９９名 
  ４０，０００円 

 〃 ４００名以上 

 ② 徴 収 方 法        

１年を３期に分割して１期(４月～７月)は４月、２期(８月～１１月)は８月、３期(１２月～ 

３月)は１２月に組合へ納入する。納入方法は、原則として自動振替とする。振替全金融機関は、

第四北越銀行、大光銀行、三条信用金庫、新潟県信用組合、三條信用組合の本支店です。 

３．入 会 金          入会時に５，０００円を納入願います。 


